
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
・
第
二

（
略
）

第
一
・
第
二

（
略
）

第
三

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等

第
三

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等

一

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
１
に
規
定
す
る
医
療
観
察
一
般
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準

一

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
料
の
施
設
基
準

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、

集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
病
院
の
病
棟
の
一
部
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ

せ
る
た
め
の
精
神
病
床
（
十
四
床
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。）に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
（
以
下
「
小

規
格
病
棟
」
と
い
う
。）

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
病
院
の
病
棟
の
一
部
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
集
中
的
な
治
療
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ

せ
る
た
め
の
精
神
病
床
（
十
四
床
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。）に
よ
り
構
成
さ
れ
る
病
棟
（
以
下
「
小

規
格
病
棟
」
と
い
う
。）

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤

師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤

師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第

一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
現
に
入
院
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
院
対
象
者
」
と
い
う
。）の
数
が
八
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
に
勤
務
す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医

師
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
に
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第

一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
現
に
入
院
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
院
対
象
者
」
と
い
う
。）の
数
が
八
又
は

そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
に
勤
務
す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医

師
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
を
有
す
る

指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
を
有
す
る

指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象

者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一

日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
病
棟
に
お
け
る
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
四
に
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
に
一
・
三
を
乗

じ
た
数
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病

棟
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
が
当
該
病
院
の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
四
十
七
号

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
五
号
）
に
基
づ
き
、

基
本
診
療
料
及
び
医
療
観
察
精
神
科
専
門
療
法
の
施
設
基
準
等
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号
。
以
下
「
施
設
基
準
等
」
と
い
う
。）の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。た
だ
し
、

同
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
現
に
指
定
入
院
医
療
機
関
で
あ
る
医
療
機
関
に
つ
い
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
施
設
基
準
等
第
三
の
一
の
三
に
規
定
す
る
医
療
観
察
地
域
移
行
支
援
病
棟
入
院
料
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

告
示
の
適
用
の
日
か
ら
令
和
九
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
施
設
基
準
等
第
三
の
一
の
三
の

中
「
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数

を
増
す
ご
と
に
一
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護
に
一
定
の
経
験
の
あ
る
看
護
師
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端

数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
」
と
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎





当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
以
上
で
あ

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病
棟
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
の
病

棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
院
の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
最
小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師

で
あ
っ
て
、
当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入
院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
最
小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師
で

あ
っ
て
、
当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入
院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整

備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行

為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成

十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
四
号
ホ
の
臨
床
心
理
技
術
者
（
以
下
「
臨
床
心
理
技
術

者
」
と
い
う
。）の
数
の
合
計
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一

以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
け
る
常
勤
の
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他

害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
等
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
四
項
ホ
の
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、

一
に
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
え
た
数
以
上
で
あ
る
こ

と
。
た
だ
し
、
百
人
以
上
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
、
そ
の
診
療
科
名
中
に
内
科
、
外

科
、
婦
人
科
、
眼
科
及
び
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
を
含
む
病
院
で
あ
っ
て
、
入
院
対
象
者
の
状
態
に
応
じ
た
入

院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

一
の
二

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
２
及
び
注
４
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
院
対
象
者

（
新
設
）

次
の

及
び

に
該
当
す
る
入
院
対
象
者
で
あ
る
こ
と
。

特
別
医
学
管
理
加
算
を
算
定
し
て
い
る
入
院
対
象
者

過
去
六
月
の
間
に
、
指
定
入
院
医
療
機
関
運
営
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
平
成
十
七
年
七
月
十
四
日
付
け
障
精

発
第
〇
七
一
四
〇
〇
一
号
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
精
神
保
健
福
祉
課
長
通
知
別

紙
）
に
規
定
す
る
外
部
評
価
会
議
に
お
い
て
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
の
医
師
及
び
当
該
指
定
入
院
医
療

機
関
以
外
の
複
数
の
医
師
に
よ
り
治
療
内
容
等
に
係
る
評
価
を
行
っ
た
入
院
対
象
者

一
の
三

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
３
に
規
定
す
る
医
療
観
察
地
域
移
行
支
援
病
棟
入
院
料
の
施
設
基
準

（
新
設
）

次
に
掲
げ
る
病
棟
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
決
定
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、

主
と
し
て
地
域
移
行
支
援
を
要
す
る
も
の
を
入
院
さ
せ
る
病
棟

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
小
規
格
病
棟

医
療
法
施
行
規
則
第
十
九
条
第
二
項
第
一
号
に
定
め
る
薬
剤
師
の
員
数
以
上
の
員
数
が
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
八
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と

に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
に
勤
務
す
る
医
師
の
過
半
数
は
常
勤
の
医
師
で
あ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
社
会
復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護
に
一
定
の
経
験
の
あ
る
看
護
師
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福

祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
が
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増

す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
場
合
、
当
該
病
棟
に
お
け
る
医
師
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が

十
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
差
し
支
え
な
い
こ
と
。

当
該
病
棟
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
病
棟
を
有
す
る

指
定
入
院
医
療
機
関
に
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
二
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該

病
棟
の
み
を
有
す
る
指
定
入
院
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
社
会
復
帰
期
の
入
院
対
象
者
の
看
護

に
一
定
の
経
験
の
あ
る
看
護
師
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計

が
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
場
合
、
当
該
指

定
入
院
医
療
機
関
の
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
は
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
れ
ば
差
し
支
え
な
い
こ
と
。
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当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象

者
の
数
が
十
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一

日
に
看
護
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
が
本
文
に
規
定
す
る
数
に
相
当
す
る
数
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
常
勤
の
看
護
師
の
数
は
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
以
上
で
あ

る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
一
部
に
小
規
格
病
棟
を
有
し
て
い
る
病
院
の
病
棟
に
あ
っ
て
は
、
当
該
病
院
の
病

棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
職
員
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
院
の
病
棟
の
入
院
患
者
の
数
が

十
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
最
小
必
要
数
の
四
割
以
上
が
看
護
師

で
あ
っ
て
、
当
該
小
規
格
病
棟
に
つ
い
て
入
院
対
象
者
の
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が

整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心
理
技
術
者
の
数
の
合
計
は
、
当

該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
入
院
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
構
造
設
備
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

一
の
四

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
６
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

（
新
設
）

イ
の

の
看
護
体
制
特
定
減
算
１
の
施
設
基
準

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数

が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

イ
の

の
看
護
体
制
特
定
減
算
２
の
施
設
基
準

一
の

及
び

を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
の

の
看
護
体
制
特
定
減
算
１
の
施
設
基
準

一
の
三
の

を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
の
五

医
療
観
察
看
護
師
７
対
１
配
置
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

医
療
観
察
地
域
移
行
支
援
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
一
日
に
看
護
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数

が
七
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

一
の
六

医
療
観
察
看
護
師
夜
間
６
対
１
配
置
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
夜
勤
を
行
う
看
護
師
の
数
は
、
常
時
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
六
又

は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
い
て
、
入
院
対
象
者
に
対
す
る
行
動
制
限
を
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す

る
た
め
、
医
師
、
看
護
師
及
び
精
神
保
健
福
祉
士
等
で
構
成
さ
れ
た
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

夜
間
に
お
け
る
看
護
業
務
の
負
担
の
軽
減
に
資
す
る
十
分
な
業
務
管
理
等
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

看
護
職
員
の
負
担
の
軽
減
及
び
処
遇
改
善
に
資
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

一
の
七

医
療
観
察
法
病
棟
入
院
料
の
注
10
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日

（
新
設
）

当
該
病
棟
に
お
け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
師
の
数
が
四
未
満
で
あ
る
日

一
の
八

医
療
観
察
多
職
種
協
働
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

医
療
観
察
一
般
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

当
該
病
棟
に
お
い
て
、
社
会
復
帰
に
係
る
支
援
を
行
う
作
業
療
法
士
、
精
神
保
健
福
祉
士
及
び
臨
床
心

理
技
術
者
の
数
は
、
当
該
病
棟
の
入
院
対
象
者
の
数
が
五
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る

こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

三
の
二

退
院
実
績
評
価
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

入
院
対
象
者
の
社
会
復
帰
に
つ
い
て
、
十
分
な
実
績
が
あ
る
こ
と
。
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三
の
三

特
別
医
学
管
理
加
算
の
対
象
者

（
新
設
）

次
の
い
ず
れ
か
の
入
院
対
象
者
で
あ
る
こ
と
。

過
去
二
年
の
間
に
、
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
お
い
て
暴
力
行
為
、
著
し
い
迷
惑
行
為
等
が
認
め
ら

れ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
等
に
よ
る
被
害
の
届
出
を
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の

法
第
四
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
入
院
医
療
機
関
の
変
更
の
通
知
を
受
け
た
対
象
者
（
身
体

合
併
症
の
治
療
及
び
転
居
等
に
伴
う
変
更
を
除
く
。）で
あ
っ
て
、
地
方
厚
生
局
が
転
院
調
整
を
行
い
、
別

の
指
定
入
院
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
に
転
院
し
た
も
の

三
の
四

医
療
観
察
薬
剤
管
理
指
導
料
の
施
設
基
準

（
新
設
）

当
該
指
定
入
院
医
療
機
関
内
に
薬
剤
管
理
指
導
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
薬
剤
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
。薬

剤
管
理
指
導
を
行
う
に
つ
き
必
要
な
医
薬
品
情
報
の
収
集
及
び
伝
達
を
行
う
た
め
の
専
用
施
設
を
有

し
て
い
る
こ
と
。

入
院
対
象
者
に
対
し
、
入
院
対
象
者
ご
と
に
適
切
な
薬
学
的
管
理
（
副
作
用
に
関
す
る
状
況
の
把
握
を

含
む
。）を
行
い
、
薬
剤
師
に
よ
る
服
薬
指
導
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

三
の
五

医
療
観
察
薬
剤
管
理
指
導
料
の
対
象
者

（
新
設
）

特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
三
号
）
別
表
第
三
の
三
に
掲
げ
る

医
薬
品
が
投
薬
又
は
注
射
さ
れ
て
い
る
入
院
対
象
者

三
の
六

医
療
観
察
精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

当
該
病
棟
に
専
任
の
内
科
又
は
外
科
の
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者
の
治
療
が
行
え
る
よ
う
、
精
神
科
以
外
の

診
療
科
の
医
療
体
制
と
の
連
携
が
取
ら
れ
て
い
る
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

三
の
七

医
療
観
察
精
神
科
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
対
象
者

（
新
設
）

基
本
診
療
料
の
施
設
基
準
等
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
）
別
表
第
七
の
二
に
掲
げ
る

身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者

三
の
八

医
療
観
察
精
神
科
慢
性
身
体
合
併
症
管
理
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

当
該
病
棟
に
内
科
の
医
師
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

身
体
合
併
症
を
有
す
る
入
院
対
象
者
の
治
療
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

四
の
二

急
性
増
悪
包
括
管
理
料
２
の
施
設
基
準

（
新
設
）

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点

数
表
に
規
定
す
る
精
神
病
棟
入
院
基
本
料
の
十
対
一
入
院
基
本
料
、
十
三
対
一
入
院
基
本
料
若
し
く
は
十

五
対
一
入
院
基
本
料
、
特
定
機
能
病
院
入
院
基
本
料
（
精
神
病
棟
の
場
合
に
限
る
。）、
精
神
科
救
急
急
性

期
医
療
入
院
料
、
精
神
科
急
性
期
治
療
病
棟
入
院
料
、
精
神
科
救
急
・
合
併
症
入
院
料
又
は
地
域
移
行
機

能
強
化
病
棟
入
院
料
を
算
定
す
る
精
神
病
棟
で
あ
る
こ
と
。

集
中
的
な
精
神
医
学
管
理
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四
の
三

急
性
増
悪
包
括
管
理
料
２
及
び
急
性
増
悪
時
等
受
入
調
整
加
算
の
対
象
者

（
新
設
）

精
神
保
健
指
定
医
の
診
察
の
結
果
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。）第
二
十
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十

九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
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五
〜
五
の
三

（
略
）

五
〜
五
の
三

（
略
）

五
の
四

医
療
観
察
心
理
支
援
加
算
の
施
設
基
準

五
の
四

医
療
観
察
心
理
支
援
加
算
の
対
象
者

当
該
指
定
通
院
医
療
機
関
内
に
専
任
の
常
勤
の
精
神
保
健
指
定
医
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

心
的
外
傷
に
起
因
す
る
症
状
を
有
す
る
患
者

五
の
五

医
療
観
察
療
養
生
活
継
続
支
援
加
算
の
施
設
基
準

（
新
設
）

療
養
生
活
を
継
続
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

（
略
）

六

（
略
）

七

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準

七

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
の
施
設
基
準

・

（
略
）

・

（
略
）

医
療
観
察
認
知
療
法
・
認
知
行
動
療
法
ハ
に
あ
っ
て
は
、

の
基
準
に
加
え
、
当
該
指
定
通
院
医
療
機

関
内
に
認
知
行
動
療
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
心
理
支
援
に
係
る
経
験
等
を
有
す
る
専
任
の
常
勤
公
認

心
理
師
が
一
名
以
上
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
新
設
）

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

九
の
二

医
療
観
察
訪
問
看
護
基
本
料
の
注
３
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
通
院
対
象
者

（
新
設
）

精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
条
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
三
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
三
十
三
条
の
六
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
入
院
し
て
い
る
者
で

あ
っ
て
、
在
宅
療
養
に
備
え
て
一
時
的
に
外
泊
し
て
い
る
通
院
対
象
者

十

医
療
観
察
訪
問
看
護
管
理
料
の
施
設
基
準

（
新
設
）

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
１
の
施
設
基
準

訪
問
看
護
療
養
費
に
係
る
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
準
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百

三
号
。
以
下
「
訪
問
看
護
基
準
告
示
」
と
い
う
。）の
第
一
の
六
の

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て

い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚
生
局
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
２
の
施
設
基
準

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚

生
局
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
３
の
施
設
基
準

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
地
方
厚

生
局
長
に
届
け
出
て
い
る
こ
と
。

医
療
観
察
機
能
強
化
型
訪
問
看
護
管
理
料
４
の
施
設
基
準

訪
問
看
護
基
準
告
示
の
第
一
の
六
の

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

十
の
二

（
略
）

十

（
略
）

十
一

（
略
）

十
一

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報


